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は じ め に 
 
 阿蘇外輪山西麓から熊本平野およびその周囲の台地に広がる熊本地域は、特有の地質

構造により、一つの大きな地下水盆を共有している。わたしたちは生活用水のほぼ百パ

ーセントを地下水で賄っているほか、工業、農業などの産業用水として利用するなど、

清冽で豊富な地下水の恵みによって発展してきた。 
 

  環境の変化や人口の増加、都市化の進展等により、国内外において水資源の確保が課題

となっているが、全国でも有数のこの地下水の存在は、わたしたちの暮らしの基盤であ

るだけでなく、熊本地域の潜在能力を高めるための戦略資源とされている。 
 
 しかし、その地下水が今、水量、水質とも危険信号を示している。地下水かん養域の

減少による地下水位の低下や湧水量の減少が観測されるほか、硝酸性窒素濃度(P.14参照)

が環境基準を超える井戸が分布するなど、地下水汚染が顕在化しつつある。 
 
 地下水は、地下深く帯水層をゆっくり流れており、こうした問題は決して一市町村だ

けで解決できるものではなく、また、行政だけでなく、住民、事業者等総参加による取

り組みが不可欠である。 
  
 こうした認識に立ち、改めて地下水盆を共有する１４市町村と県が地下水の現状につ

いて認識を一つにして、熊本地域の戦略資源とされるこの地下水を、守り、活かし、次

世代に引き継ぐための方策を検討し、実行に移すことが必要となっている。 
 

 今回の「管理計画」は、住民、事業者、行政が一体となって取り組む共通の地下水保

全目標を設定し、それぞれの役割の中で地下水保全の取り組みを通じて、水量と水質の

両面にわたって地域全体で地下水を管理していくための指針として、熊本地域１４市町

村と県が共同して策定するものである。 

※1 
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地下水盆を共有する熊本地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【熊本地域１４市町村】  
 熊本市、菊池市（旧泗水町、旧旭志村の範囲）、宇土市、合志市、城南町、富合町、 
 植木町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町 
 
 ※14市町村総人口 976,027人（平成17年度国勢調査） 総面積 1,041ｋｍ

２ 
                  

西原村 

益城町 

宇土市 

富合町 

城南町 
御船町 

甲佐町 

合志市 

嘉島町 

大津町 

菊陽町 

菊池市 
（旧泗水町・旧旭志村） 

 植木町 

熊本市 
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基 本 理 念 
 
 
 熊本地域の地下水は、阿蘇の火山活動によってもたらされた熊本地域特有の自然環境

と、先人たちの知恵と汗の結集により、雨水が農林業活動などと相まって地下に浸透し、

地中で育まれ、流動していく水循環の中に存在している。わたしたちの生活用水として、

また、農業用水、工業用水等として熊本地域の社会経済活動を支えている。 
 
 水量、水質ともに世界に誇れるこのかけがえのない地下水を、熊本地域共有の財産（公

水という認識のもと）として、みんなで育み、みんなで大切に使い、健全な状態で次世

代に引き継ぐことは、熊本地域で生活しているすべての者の責務である。 
 
 そのために、一人一人が地下水のしくみや現状について理解を深め、社会的責任、あ

るいは社会的貢献のもと、住民、事業者、行政が一体となって、それぞれの責任と役割

の中で、自主的かつ積極的に地下水保全に取り組むこととする。 
 
 
※公水の概念 
   河川水は、河川法第２条第２項「河川の流水は、私権の目的となることができない」の規定に

より、いわゆる「公水」とされているが、地下水については、河川水のように具体的な法の規

定はない。 

一方、民法第207条では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及

ぶ」とされていることから、地下水についても、一般的に土地所有者に帰属するものと扱われ

てきた経緯がある。しかし、地下水の特性（保全と採取主体が異なるなど、流動性や循環性が

ある）を踏まえると、特に、地下水に生活用水をはじめ農業用水や工業用水も含めて大きく依

存している熊本地域においては、熊本地域全体の共有の財産「地下水も公水という認識」に立

って、それぞれの主体が地下水保全に向けた役割を果たしていく必要があるとの考え。 
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Ⅰ 熊本地域の地下水の特長 

 
 １ 地下水の特長 

   熊本県は、水道水源の約８０％を地下水に依存している。平成２０年６月に環境省

の「平成の名水百選
※２

」に４カ所が選定され、昭和６０年に選定された名水百選
※３

を加え

ると、一つの県としては も多い８カ所の名水が選定されるなど、豊かで美しい水資

源の宝庫である。 

   特に、県人口の半数以上を占め約１００万人を擁するこの熊本地域は、生活用水  

のほぼ百パーセントを地下水で賄っている全国でも希な地域である。農業や工業な  

どの産業用水にも多くの地下水を利用しており、この豊富な地下水が熊本地域の魅  

力の一つとして、多くの企業が進出している。 
   また、質の良さも特長である。適度の炭酸とミネラル分を含み飲み水として適し  

ており、わたしたちは普段の生活の中で天然のミネラルウオーターを利用している  

恵まれた環境にある。 
 
 ２ 地下水が豊富な要因 

   熊本地域の地下水が豊富な要因として次の３つが挙げられる。 
 
 （１）大きな地下水盆の存在 
    阿蘇外輪山西側の山麓台地から熊本平野の低地部にかけての一帯は、水を透し   

にくい基盤岩の形状により、約６００ｋｍ
２
にもおよぶ大きな地下水盆が形成され

ている。 
 
 （２）地下水盆に地下水を浸透・貯留しやすい地層の存在 
   ① 阿蘇カルデラ形成時の阿蘇大噴火による溶結凝灰岩や軽石凝灰岩等の火砕流    

堆積物が中九州を広く覆い、その亀裂やすき間に大量の地下水が貯留されてい    

る。 

   ② 熊本市東部の江津湖や嘉島町の浮島等の湧水地の地下には、「
と が わ

砥川溶岩」と 

    呼ばれる亀裂や気泡の多い帯水層が分布している。 

 

 （３）豊富な降水量 

       熊本地域およびその周辺の降水量は、全国平均降水量 約１，７２０ｍｍ／年 

   （平年値：1971年-2000年）より多い。 

 

      地点：熊本  約１，９９０ｍｍ／年 

     地点：阿蘇山 約３，２５０ｍｍ／年   

          ※いずれも平年値：1971年-2000年（熊本地方気象台データより） 
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３ 熊本地域の水循環 

   １，０４１ｋｍ
２
の面積を擁する熊本地域には、年間約２０億４千万ｍ

３
の雨が降  

っている。このうち約７億ｍ
３
は大気中に蒸発し、約６億４千万ｍ

３
が森林や草地、水

田、畑地等で地下水としてかん養
※４

され、約７億ｍ
３
が白川、緑川等を経て有明海に注

いでいる。 
   上流の阿蘇地域や上益城地域で降った雨は、森林などの保水機能を経て徐々  

に流出し、谷川となり、さらには白川や緑川となって地域内を流れ、その間農業用  

水として利用された一部の水は、地下水をかん養しつつ有明海に流出している。 
    特に、白川については、中流域の大津町、菊陽町等の水田に引かれ稲作用水とし  

て利用され、この地域で約９千万ｍ
３
の地下水をかん養しており、白川中流域は熊  

本地域の大きなかん養域となっている。 

 
 

 

 

 

 

有明海 

地下水プール 

水田 

山林・草地・畑地 

湧水 

上 水

道 

建 築

物 

家庭 
工場 

下 水

道 

他地区へ 

水産・その他 

蒸発量７億㎥ 年間降水量（平年値）20.4 億㎥ 

河川 

9.0 千万㎥ 

11.4 千万㎥ 

1.6 千万㎥ 

3.7 千万㎥ 

1.5 千万㎥ 

34.0千万㎥ 

7 億㎥ 

2.4 千万㎥ 

21.1千万㎥ 

42.8千万㎥ 

※数値は過去１０年間のデータを基に推計 
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 ４ 主要な地下水流動 

   熊本地域の地下水の流れは、大きく以下の３つが挙げられる。 

  ① 主に阿蘇外輪山西側の裾野に広がる菊池台地などの火砕流台地一帯でかん養さ

れ、いったん白川中流域の「地下水プール」と呼ばれる地下水面の勾配が緩やかな

地域に集まり、ここから水位を下げながら南西の江津湖などの湧水地帯を経て西方

の熊本平野への流れ 

    ② 北西に位置する金峰山山麓の植木台地から南方の熊本平野への流れ 

  ③ 南東の御船山地などから熊本平野への流れ 
 
 

地下水流動図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「熊本地域地下水総合調査」より作成 

西原村 

益城町 

熊本市 

宇土市 

富合町 
城南町 

御船町 

甲佐町 

合志市 

植木町 

金峰山 

坪井川 

白川 

緑川 

立田山 
小山山 

戸島山 
俵山 

飯田山 

雁回山 

鞍岳 

地下水の流れ 

砥川溶岩分布域 

江津湖 

浮島 
嘉島町 

地下水プール 

大津町 

菊陽町 

熊本平野 

阿蘇外輪山 

阿蘇外輪山 

菊池市 
（旧泗水町、旧旭志村） 
 
泗水  

阿蘇外輪山 

砥 川 溶 岩 分 布 域 

 阿蘇外輪山 
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 ５ 水質汚染の観点から見た地質の特性 

   阿蘇大噴火による火砕流堆積物は、風化粘土に乏しく浸透性の高い地質であり、  

有害物質を含むあらゆる物質が浸入しやすい地質となっている。特に、地下水プー  

ルに当たる白川中流域は、浅い帯水層と深層の帯水層を隔てる粘土層が欠如もしく  

は非常に薄い場所が分布していることから、地表で浸透した雨水は直接深層の帯水  

層まで浸透する反面、漏出した汚染物質も容易に深層に達する恐れがある。 

     また、益城台地から嘉島町、熊本市東部に分布する「砥川溶岩」は多孔質で極め  

て透水性が高いため、汚染が短期間に広範囲に拡大する恐れがある。 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                  ●砥川溶岩 
 

●熊本地域の特徴的な地質断面 
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菊陽観測井
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Ⅱ 地下水の現状と取り巻く環境 

 

 １ 地下水は長期的に減少傾向 

地下水位の低下や湧水量の減少が観測されるなど、長期的に地下水の減少傾向が

続いている。熊本地域の熊本県所管地下水位観測井14カ所のうち台地部の12カ所  

で低下傾向を示している。一方、熊本平野の低地部２カ所では上昇傾向が見られる。 

             （観測井14カ所の地下水位の変化：資料編P.1～6） 

 

 地 点  Ｓ５７  Ｈ１８  比 較 
 菊陽町辛川 
 熊本市水前寺 

 ２９．３０ｍ 
   ７．３６ｍ 

  ２４．９０ｍ 
   ６．９８m 

 ▲４．４ｍ 
 ▲０．４ｍ 

地下水位 
（暦年平均値） 

 熊本市並建  －０．２１ｍ    １．１９ｍ    １．４ｍ 

 
 地 点  Ｈ ４  Ｈ１８  比 較 湧水量（平均日量） 

  江津湖   約４５万m
3   約３８万m

3  ▲ ７万ｍ
３ 

  ◎江津湖の湧水量の推移（資料編P.7）            ※東海大学産業工学部調べ 
  

２ 変動が大きい降水量 

   地下水の状態は、降水量に大きく左右される。近年、大雨や 渇 水
かっすい※５

が繰り返えされ  

るなど、降水量の変動は大きくなる傾向が見られる。 

 

菊陽観測井 
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  ３ 地下水採取量全体は減少傾向 

   農地面積の減少や農業用水の地下水から表流水
※６

への転換、さらには、水の循環  

利用などによる工業用水の合理化により、地下水採取量全体としては長期的に減少  

傾向にある。 

   一方、生活用水などに利用される水道用水はほぼ横ばいの状態にあり、熊本地域  

一日一人当たりの水道使用量は九州平均よりも若干多い状況にある。 

 

   ●一日一人当たり水道使用量（平成1８年度） 

  （数値は、一日一人当たり平均給水量：上水道、簡易水道） 

   熊本地域３４２㍑（熊本県３４１㍑） 福岡県２９５㍑  九州平均３３８㍑ 

 

                  ※熊本県地下水保全条例に基づく採取量報告より 

               

 

◎平成１８年度市町村別年間地下水採取量（全用途合計）（資料編P.8） 

◎平成１８年度市町村別・用途別地下水採取量（資料編P.9） 

 

0
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15,000
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25,000

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
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家庭その他

農業

水道
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24,404
24,631
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23,12523,485

24,205

22,060

20,850 21,074
20,484

21,651
22,548

19,537
19,712

20,432

建築物

水産養殖

18,617
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 ４ 地下水かん養域等の減少 

 （１）かん養域の減少 

    市街化の進展や宅地の造成等により、雨水が地下に浸透しやすい「かん養域」   

（水田、畑地等）が減少している。特に、かん養力が高い水田の水稲作付け面積   

は大幅に減少している。 

 

●水稲作付け面積 

151.31km
2
（平成2年）→ 109.77km

2
（平成18年）▲約27％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人工衛星ランドサットのデータによる土地利用判定（熊本市環境総合研究所より） 

 

■人工衛星ランドサットで解析した非かん養域の広がり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎熊本地域の土地利用の変遷（資料編P.10） 

109.77 325.92 359.9 85.96 128.54

151.31 306.52 365.7 78.32 96.28

0 200 400 600 800 1000 1200

平成１8年

平成２年

水田 畑地 草地・林地 その他 市街地 宅地 その他

㎢

かん養域 非かん養域

(80.5%)

(77.8%)

 

    ：非かん養域（市街地・宅地等） 

画像：熊本市環境総合研究所提供 

 

平成２年 平成 18 年 
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（２）かん養量の減少 

     かん養域の減少に伴い、地下水かん養量も減少傾向にある。 

     地下水かん養量は降水量に大きく左右される。平成５年の記録的な大雨、平成   

６年の渇水の影響で、かん養量に大幅な変動が見られるが、平成２～１８年度の   

推移を見ると長期的に減少傾向にある。 

 

■地下水かん養量の推移（百万ｍ
３
） 

※熊本地域地下水保全対策調査（平成16年度）平成１６～18年度はデータ更新による。 

 

 ●減少傾向にある地下水かん養量 

 

◎熊本地域地下水かん養量の推移（資料編P.11） 

 

  Ｈ２ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ８ Ｈ１０ Ｈ１２ Ｈ１４ Ｈ１６ Ｈ１８ 

台地部のかん養

量 565.3 516.4 783.7 435.9 544.7 546.9 526.8 481.9 518.5 617.8 

山地部のかん養

量 85.9 60.8 183.9 34.8 82.7 83.8 84.6 64.7 83.3 139.4 

不圧地下水から

の浸透 5.0 5.1 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.3 5.2 4.9 

 小  計 656.2 582.3 972.4 475.7 632.4 635.7 616.6 551.8 606.9 762.1 

熊本気象観測所 

（降水量：㎜/年） 1952.0 1591.0 3370 921.0 1737.0 1904.0 1826.0 1545.0 1804.0 2800.5 
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 （３）かん養量の将来予測 

かん養域の減少がこのまま続けば、平成３６年度の地下水かん養量は平成１９   

年度と比べ年間約３７百万ｍ
３
（6.2％）減少すると予測される。地下水位も低   

下を続け、台地部での井戸枯れや湧水の枯渇が懸念される。 

 

  ア 予測結果 

   ①平成１９年度推定かん養量600.4百万ｍ
３
 は、平成３６年度には563.2百万    

ｍ
３
にまで減少すると予測される。 

      ②地下水位の主要観測井である菊陽町辛川では、平成３６年度には2.3ｍ低下し、 

     水前寺では0.23ｍ低下すると予測される。 

 

  イ 予測条件 

   ①かん養域は、平成２～１８年度の平均減少率1.12ｋｍ
２
／年が継続する。 

   ②地下水採取量は、平成１８年度採取量１８６．２百万ｍ
３
が継続する。 

     ③降水量は、平年値に近い平成１１年の降水量1,946mmが継続する。 

 

■地下水かん養量（流入量）の将来予測（百万ｍ
３
） 

※熊本地域地下水保全対策調査（平成16年度）の予測データに、平成１６～１８年度のデータ（土

地利用、地下水採取量、降水量）を更新して将来予測を実施。 

 

◎熊本地域地下水かん養量の将来予測（資料編P.12） 

  Ｈ１９ Ｈ２２ Ｈ２５ Ｈ２８ Ｈ３０ Ｈ３３ Ｈ３６ 

 台地部のかん養量 495.1 486.6 480.0 473.4 468.8 463.4 458.2 

 山地部のかん養量 100.4 100.4 100.3 100.2 100.1 100.1 100.0 

 不圧地下水からの浸透 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

流
入
量 

 小  計 600.4 591.8 585.1 578.4 573.8 568.4 563.2 

 地下水採取量 186.2 186.2 186.2 186.2 186.2 186.2 186.2 

 湧水量 342.6 322.0 315.9 310.2 306.3 301.3 297.3 

 その他地域への流出量 93.8 85.7 84.0 82.9 82.2 81.5 80.5 

流
出
量 

 小  計 622.6 593.8 586.1 579.2 574.7 569.0 564.0 

水 収 支 -22.2 -2.0 -1.0 -0.8 -0.9 -0.7 -0.8 

熊本気象観測所 

（降水量：㎜/年） 1946.0 1946.0 1946.0 1946.0 1946.0 1946.0 1946.0 
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 ５ 地下水汚染の顕在化 

   熊本地域内には、法令で規制される以前に生じたと思われるトリクロロエチレン  

やベンゼン
※８

等の揮発性有機化合物
※９

による局所的な汚染が見られるが、すでに浄化対策

などが行われ、一部では汚染物質の濃度の低下など、水質の改善が見られる。また、

熊本地域の南部では、砒素
※１０

やふっ 素
※１１

等による自然由来と推定される、環境基準
※１２

を超

える井戸が確認されている。 

  一方、近年、硝酸性窒素による地下水汚染が見つかっており、平成１６～１８年  

度の調査結果では、環境基準10mg/Lを超える井戸が点在しており、特に、以下  

の３地域において硝酸性窒素濃度の高い井戸が分布している。 

  ① 熊本市北西部（金峰山周辺）で、比較的狭い範囲に環境基準を超過する井戸が   

集中し、濃度も高い。 

   ② 熊本市北部、植木町、合志市、菊池市（旧泗水町及び旧旭志村西部）にかけ、広

範囲に環境基準を超過する井戸が分布している。 

  ③ 宇土市西部、城南町、甲佐町、御船町西部にかけ、環境基準を超過する井戸や   

濃度が高い井戸が点在している。 

 

               熊本地域硝酸性窒素調査結果（平成１６～１８年度） 

 

※７ 
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  ■硝酸性窒素濃度の調査結果 

  下表は、熊本地域で調査している指標井戸の硝酸性窒素濃度である。全体的にはほ 

ぼ横ばいの状態で推移しているが、一部の地域では上昇傾向にあることが分かってい 

る。（主要地点の地下水硝酸性窒素濃度の推移：資料編P.13） 

 

  濃 度  指 標 井 戸 数（本）  

 （ｍｇ／Ｌ）     Ｈ１５     Ｈ１６     Ｈ１７     Ｈ１８ 

  １１～      ３０ 

   (14.9%) 

      ２７ 

   (13.6%) 

      ２８ 

   (14.8%) 

      ２３ 

   (12.0%) 

  5.1～１０      ５８ 

   (28.7%) 

      ４７ 

   (23.7%) 

      ４０ 

   (21.2%) 

      ４７ 

   (24.5%) 

  未検出～5.0     １１４ 

   (56.4%) 

    １２４ 

   (62.6%) 

    １２１ 

   (64.0%) 

    １２２ 

   (63.5%) 

 

      計     ２０２     １９８     １８９     １９２ 

 

                      ※（ ）内は全指標井戸数に対する割合 

 

 

  ■硝酸性窒素とは 

   硝酸イオン（化学式NO3
－
）の窒素に注目した呼び方。 

   地球上のあらゆる場所の土壌や水、植物中に存在し、無味、無臭、 

  無色で地下水や河川水に容易に溶ける性質を持つ。 

   乳幼児などが高い濃度の硝酸性窒素を含む水を摂取した場合、酸素 

  欠乏により 悪死に至る場合がある。 
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Ⅲ 今後の課題 

 

 １ 地下水の流入量と流出量のバランスの改善 

   地下水の減少は、流入量（かん養量）と流出量（採取量、湧水量）のバランスが  

崩れている結果であり、水量の保全は、「かん養量の確保」「採取量の削減」両面 

  から取り組む必要がある。 

 

 （１）かん養機能の保全、強化 

     地下水の長期的な減少傾向は、市街化の進展や転作などの農業構造の変化等   

によるかん養域の減少が大きな要因である。今後、大きなかん養能力を持つ森林   

や水田、畑地等を適切に管理し、また保全していくことが必要である。 

     また、宅地化や工場の立地等による土地利用の変化によって失われるかん養機   

能を補完するため、雨水浸透施設の整備などの取り組みを併せて行うことが求め   

られる。 

 

 （２）採取量の削減 

    地下水採取量全体は減少傾向にあるが、生活用水などに利用される水道用水は   

ほぼ横ばいの状態である。採取量の約半分を占めるこの水道用水をいかに抑制す   

るかが大きな課題であり、いわゆる「出しっぱなし」状態の解消や雨水の利用   

など、普段の生活の中で節水意識の定着が必要である。 

 

     農業用水は、農地面積の減少や地下水から表流水への転換等により毎年減少し、   

今後もこの傾向は続くことが予想される。地下水のくみ上げに際しては、無駄を   

なくし、こまめな水管理に努めるとともに、表流水への転換が可能な地域につい   

ては、積極的に転換を進めていく必要がある。 

 

     工業用水は、水の循環利用や節水型機器の導入等により使用量は少しづつ減少   

傾向にある。一方で、今後企業の立地などが進み、地下水を大量に採取する事業   

者が増えることも予想されることから、水利用の合理化などの動きをさらに広め   

ていくことが求められる。 

 

 ２ 地下水質の保全 

   地下水の環境基準項目のうち、揮発性有機化合物については、浄化対策などの取  

り組みにより、一部では水質の改善が見られるものの、依然として環境基準を超過  

する井戸も散見されるため、引き続き浄化対策や水質の監視を行う必要がある。 

   同時に、このような有害物質を使用している工場・事業場や、新たに開発などの  

行為を行う場合は、法令に基づく未然防止対策を行うことはもちろん、代替品の使  

用など、地下水汚染のリスクを低減する配慮が求められる。 
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   また、熊本地域の南部で確認されている砒素やふっ素等による汚染については、  

水質の監視を継続する必要がある。 

   一方、硝酸性窒素による地下水汚染が広い範囲に見られることから、硝酸性窒素  

削減を喫緊の課題として、主な汚染原因である農作物への窒素肥料の過剰施肥や家  

畜排せつ物および生活排水の不適切処理の改善に重点的に取り組む必要がある。 

 

 ３ 一人一人の地下水保全意識の高揚 

     熊本地域では、これまで渇水に伴う給水制限を経験したことがほとんどなく、水

不足を身近に感じることが少ない。一日一人当たりの水道使用量は、九州平均より多

い状況にある。 

   一人一人が地下水のしくみや現状について理解を深め、地下水保全を地域全体の  

問題として捉え行動する意識を高めていくことが必要である。 

 

 ４ 共通の保全目標の設定 

    住民、事業者、行政が一体となって地下水保全に取り組むため、共通の保全目標  

を設定することが必要である。そして、この目標の達成に向け、それぞれの責任と  

役割の中で地下水保全に取り組んでいくことが求められる。 
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水道水源の確保における他地域との比較 

 

地下水は無限にあるものではない。仮に地下水が枯れ、水道水源として利用でき

なくなった場合、新たにダムや浄水場等を建設し表流水を水源とする方法や、海水

を飲み水に変える海水淡水化施設の整備等が考えられるが、いずれも施設整備には

多額の費用と期間を要することから現実的ではない。 

つまり、熊本地域に住むわたしたちは、将来にわたりこの地下水を水道水源とし

て守っていくことが も効率的であり、重要であるということを強く認識する必要

がある。 

 １．給水原価等の比較 

   水道を供給するための施設整備費などは給水原価に反映される。 

    下表は、水道水源のほぼ百パーセントを地下水で賄う熊本地域と、その多くを表

流水等に依存している全国（地下水依存率：約25％）と福岡市（同：約８％）との

比較である。地下水を水源としている熊本地域の水道は、他地域より安い原価で給

水されている。 

  ■熊本地域の地下水採取量（水道用）を各々の給水原価で給水するとした場合の費用 

   ①給水原価（上水道事業：平成17年度）の比較 

  熊本地域８市町等  全 国  福岡市  

平均給水原価 

    (10ｍ
３
) 

 約１，４４０円 

※ 低原価1,160円 

 約１，８００円 

     （＋３６０円） 

 約２，２２０円 

（＋７８０円） 

 

   ②年間費用（単純計算） 

  年間採取量(水道) 

 10,926万ｍ
３
 

   約１２７億円 

 ※ 低原価で計算 

   約１９７億円 

（＋ ７０億円） 

   約２４３億円 

 （＋ １１６億円） 

 

 

 ※「日本の水資源（国土交通省）」「市町村財政の概要（熊本県）」「福岡市水道局資料」を基に作成。 

 ※ 熊本地域８市町村等：熊本市、菊池市、宇土市、合志市、御船町、益城町、甲佐町、 

             大津菊陽水道企業団 

 

 ２．海水淡水化施設の例 

     福岡市に日量５万ｍ
３
の水を生産する海水淡水化施設がある。仮に同様の施設 

  により、熊本地域約１００万人の水道使用量（約３０万ｍ
３
／日）を確保すると 

  した場合、多額の費用の発生が予測される。 

  ■海の中道奈多海水淡水化センター（福岡市：平成１７年３月竣工） 

   ・事業主体 福岡地区水道企業団 

   ・総事業費 約４０８億円 

   ・生産水量 大５万ｍ
３
／日    ※ 福岡地区水道企業団作成パンフレットより 
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Ⅳ 保全目標の設定 

 

  住民、事業者、行政が一体となって地下水保全に取り組むため、共通の保全目標を

設定する。地下水保全対策は、その効果が現れるのに時間を要することから、長期的 

 な視点で目標値を設定する。 

 

  目標の設定に当たっては、以下の調査、計画を基礎資料とする。 

    ①熊本地域地下水保全対策調査（平成１６年度：熊本県・熊本市） 

    ②熊本地域硝酸性窒素削減計画（平成１６年度：熊本県） 

 

 １ 目指す状態  

 

   平成３６年度（２０２４年度）を目標年次とし、地下水量の確保や水質の改善  

を図りながら、「将来にわたって安定かつ安心して利用できる状態」を次世代に引

き継ぐことを目標とし、段階的な達成を目指す。 

 

 ２ 目標かん養量  

 

    目標かん養量を年間６億３，６００万ｍ
３
 とする。 

 

     将来予測において、平成１９年度の推定かん養量約6億ｍ
３
はさらに減少し、  

台地部での井戸枯れや湧水の枯渇が懸念される。 

    水道水源としての利用をはじめ現在の地下水利用を、将来にわたって持続可能  

な状態に保つとともに、地域のシンボルである湧水がより潤いのある水辺環境へ  

と改善されるよう、年間かん養量が漸減傾向にある中で過去１０年間（平成９  

～１８年度）のかん養量平均値である６億３，６００万ｍ
３
 を目標値とする。 

 

■地下水かん養量の推移（百万ｍ
３
） 

 

 Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

台地部のかん養量 605.5 546.9 520.9 526.8 521.3 481.9 583.5 518.5 454.9 617.8

山地部のかん養量 124.1 83.8 95.1 84.6 81.5 64.7 100.8 83.3 75.2 139.4

不圧地下水からの浸透 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 4.9

計 734.8 635.7 621.2 616.6 608.0 551.8 689.5 606.9 535.2 762.1

2395.0 1904.0 1946.0 1826.0 1799.0 1545.0 2256.0 1804.0 1324.5 2800.5
熊本気象観測所
（降水量：㎜/年）

流
入
量

平均６３６．２
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  ● 将来予測において、平成３６年度のかん養量は５億６，３００万ｍ
３
 と 

  見込まれることから、目標かん養量６億３，６００万ｍ
３
を達成するには、 

  年間約７，３００万ｍ
３
のかん養量の確保が必要になる。 

   これは、熊本県庁本館（約12万ｍ
３
）の約６１０杯分に相当する量であ 

  り、目標達成には、熊本地域一体となった取り組みが求められる。 

 

（百万ｍ３）

現状維持

かん養量の将来予測

【 第　１　期 】 【 第　２　期 】 【 最終段階 】

73

636

目標かん養量達成イメージ

H30頃H25頃 H36

563

  H19

目標かん養量
650

550

600
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 ３ 目標採取量  

      

かん養量の確保と併せ、採取量の削減に取り組む。 

      熊本県地下水保全条例に基づいて報告される地下水採取量の各用途毎の動向な

どを踏まえ、地下水を採取する上限として目標採取量を設定する。 

 

目標総採取量(上限) １７，０００万ｍ
３
 （平成1８年度比▲約1,600万m

3
） 

 

 ■用途別目標採取量（万ｍ
３
） 

  Ｈ１８現在 Ｈ３６目標  備 考 

 総採取量   １８，６１７ （割合） １７，０００     ９％削減 

 

うち水道用 

農業用 

    工業用 

    建築物 

   水産養殖 

  家庭その他 

１０，９２６ (58.7%) 

     ２，８７１ (15.4%) 

     ２，３５１ (12.6%) 

    １，４６８  (7.9%) 

       ６６７  (3.6%) 

         ３３４  (1.8%) 

     ９，８３０ 

      ２，５８０ 

      ２，３５０ 

      １，３２０ 

        ６６０ 

         ２６０ 

   10％削減 

   10％削減 

 現状維持を堅持 

   10％削減 

 増加傾向に歯止め 

 － 

 

（１）水道用 

採取量全体の約59%(10,926万ｍ
３
)を占める。近年、住民等の努力により減少

傾向にあるが、依然として高い水準で推移している。節水意識をさらに定着さ  

せ生活用水の削減を図るとともに、業務用、工業用等の水道においても節水や水の

循環利用に努める。 

熊本地域一人一日当たり水道使用量342㍑を、水道使用量が少ない福岡県レベ

ル（295㍑）に近づけるよう、１０％削減(約1,000万ｍ
３
)を目標とする。 
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■地下水採取量報告の用途分類 

 

 水   道  水道 簡易水道 専用水道 飲料水供給施設 

 農   業  水田 畑地 果樹 草地 畜産 その他 

 工   業  食料品製造 繊維工業 衣服・補正加工 木材木製品 家具製造 

 パルプ紙製品 出版印刷 化学工業 石油石炭製品 ゴム製品 なめし 

 革毛皮製造 窯業土石製品 鉄鋼業 非鉄金属 金属製品 一般機械 

 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製造業 電気業 ガス供給 

 熱供給 工業用水道 

 建 築 物  一般事務所 百貨店小売店 飲食店 金融保険 不動産 運輸業 

 旅館ホテル 公衆浴場 映画館劇場 その他娯楽施設 病院診療所 

 保険清掃事務所 学校研究施設 官公庁 その他 

 水産養殖  

 家   庭  

 

 そ の 他  

 

 

■水道事業における区分 

 水道用水には、家庭で使用する生活用水のほか、店舗等で利用する業務用、工業用も

含まれる。 

 

 
   【水道】           有効水量               有収水量 
 

                      無効水量（漏水等）     無収水量 

 
 

 生活用水 

 業務用 

 工業用 ほか 

 

■水道使用量１０％削減の考え方 

 一日一人当たり水道使用量 

  342㍑   308㍑（▲3４㍑:10%削減）   295㍑（▲47㍑:14%削減） 

  （熊本地域）  （目標）                      （福岡県） 

 

 ◎「生活用水」における節水量の目安（一日一世帯当たり） 

   ・風呂の残り湯を洗濯や掃除に再利用する（２日に１度の場合）→ 約45㍑の節水 

  ・食器洗いを流し洗いから溜め洗いにする（１日１回の場合） → 約83㍑の節水 

  ・歯磨きをする時、水を流したままにせずコップを使う 

                 （３人家族で１日２回の場合）→ 約32㍑の節水 

（「わたしにもできる！上手な節水のヒント（熊本県）」より） 

 

※１５ 

※１６ 

※１３ 

※１４ 
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（２）農業用 

   採取量全体の約１５％(2,871万ｍ
３
)を占める。長期的に減少傾向にあるが、  

適切な水管理や表流水等への転換に努めるほか、今後の栽培面積の動向を踏まえ、  

１０％削減(約290万ｍ
３
)を目標とする。 

 

 

（３）工業用 

   採取量全体の約１３％(2,351万ｍ
３
)を占める。長期的に減少傾向にあるが、  

今後、企業立地などの進展により大口採取者の増加が予想される。増加傾向になら

ないよう水利用の合理化などの取り組みを進め、現状維持を堅持する。 

用途別採取量（農業）

0

2000

4000

6000

8000

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

用途別採取量（工業）

0
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1500
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採取量（万㎥）
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（４）建築物用 

    採取量全体の約８％(1,468万ｍ
３
)を占める。長期的に減少傾向にあるが、今   

後も雑用水などへの雨水や再生水利用等を進めながら、１０％削減(約150万ｍ
３
)

を目標とする。 

 

 

（５）水産養殖用 

      採取量全体の約４％(667万ｍ
３
)を占める。長期的に増加傾向にあり、嘉島町  

では高い水準で推移し、城南町では近年増加傾向にあるものの、熊本市、宇土市、  

植木町では減少傾向にある。 

   今後、適切な水管理を行い、増加傾向に歯止めをかける。 

用途別採取量（建築）
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採取量（万㎥）

用途別採取量（水産養殖）

0
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H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

採取量（万㎥）

※１７ ※１８ 
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■今回の計画が目指す目標かん養量と目標採取量を達成したときの状態（目指す姿） 
 

 平成３６年度までに、年間かん養量６億３，６００万㎥と年間採取量の上限１億７，０

００万㎥を達成した場合、水収支は流入量が流出量を上回り、湧水量は平成１９年度と比

べると、平成３６年度には約２，７００万㎥増加すると見込まれる。 

この結果、地下水の水位が上昇するとともに、湧水付近の水辺環境の改善や安定した水

の確保が見込まれる状態となる。 
 

○以下の表は目標達成時の状態の試算値（百万㎥） 

  

Ｈ１９ Ｈ３６

　台地部のかん養量 495.1 531.5

　山地部のかん養量 100.4 100.1

　不圧地下水からの浸透 4.8 4.6

　小　　計 600.4 636.2

　地下水採取量 185.3 170.0

　湧水量 343.3 370.6

　その他地域への流出量 93.9 93.8

　小　　計 622.5 634.4

-22.1 1.8

1946.0 1946.0
熊本気象観測所
（降水量：㎜/年）

流
出
量

流
入
量

水　収　支

 
※平成３６年度のかん養量を６３６．２百万㎥とする。 

※地下水採取量は、平成１８年度１８６．２百万㎥を基準に、平成１９年度から減少し 

平成３６年度に１７０．０百万㎥になるとする。 

※降水量は、平年値に近い平成１１年の降水量１，９４６ｍｍとする。 
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４ 水質目標  

 

熊本県地下水保全条例の規定により「地下水質保全目標」が設定されている項目 

は、その目標値を水質目標とする。また、「地下水質保全目標」が設定されていな 

い項目は、「地下水の水質汚濁に係る環境基準」を水質目標とする。 

 

   （１）カドミウム及びその化合物等２４項目 

       熊本県地下水保全条例第６条第１項の規定に基づく「地下水質保全目標」（別

表１）を水質目標とする。 

  （２）「地下水質保全目標」が設定されていない、ふっ素、ほう素 

     「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（別表２）を水質目標とする。 

  （３）硝酸性窒素及び亜硝酸窒素 

     硝酸性窒素の削減は喫緊の課題であり、平成１６年度に策定された「熊本地   

域硝酸性窒素削減計画」で目指す以下の地下水質を水質目標とする。 

 

 【目標水質】 

  達 成 水 質  管 理 水 質 

 設 定  達成されるべき濃度  維持されることが望ましい濃度 

 目標値  10mg/Ｌ以下  ５mg/Ｌ以下 

 

 対 象  10mg/Ｌを超過する地下水  5mg/Ｌを超え、10mg/Ｌ以下の地下水 

 

 【目標とする状態】 

 硝酸性窒素濃度  初期目標（平成26年度）  終目標（平成36年度） 

 10mg/Ｌ超過 
 達成水質値を超過した井戸の 

 割合が指標井戸の５％以下に 

 なること 

 すべての指標井戸で達成水質 

 値(10mg/Ｌ以下)を満足する 

 こと 

 5mg/Ｌ超過～ 

 10mg/Ｌ以下 

 管理水質値を超過した井戸の 

 割合が指標井戸の10％以下 

 になること 

 すべての指標井戸で管理水質 

 値(5mg/Ｌ以下)を満足するこ 

 と 

 

 5mg/Ｌ以下  現状濃度を維持または現状濃度よりも低下すること 

  ◎「熊本地域硝酸性窒素削減計画」の概要（資料編P.21） 
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■別表１　熊本県地下水保全条例第６条第１項の規定に基づく「地下水質保全目標」

対象化学物質の種類 以下の判定基準値を下回ること

1 カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム０．００１ミリグラム

2 シアン化合物 １リットルにつきシアン０．１ミリグラム

3
有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、
メチルジメトン及びＥＰＮに限る。） １リットルにつき０．１ミリグラム

4 鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛０．００５ミリグラム

5 六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム０．０４ミリグラム

6 砒素及びその化合物 １リットルにつき砒素０．００５ミリグラム

7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 １リットルにつき水銀０．０００５ミリグラム

8 アルキル水銀化合物 １リットルにつきアルキル水銀０．０００５ミリグラム

9 ＰＣＢ １リットルにつき０．０００５ミリグラム

10 トリクロロエチレン １リットルにつき０．００２ミリグラム

11 テトラクロロエチレン １リットルにつき０．０００５ミリグラム

12 １，１，１－トリクロロエタン １リットルにつき０．０００５ミリグラム

13 四塩化炭素 １リットルにつき０．０００２ミリグラム

14 ジクロロメタン １リットルにつき０．００２ミリグラム

15 １，２－ジクロロエタン １リットルにつき０．０００４ミリグラム

16 １，１－ジクロロエチレン １リットルにつき０．００２ミリグラム

17 シス－１，２－ジクロロエチレン １リットルにつき０．００４ミリグラム

18 １，１，２－トリクロロエタン １リットルにつき０．０００６ミリグラム

19 １，３－ジクロロプロペン １リットルにつき０．０００２ミリグラム

20 チウラム １リットルにつき０．０００６ミリグラム

21 シマジン １リットルにつき０．０００３ミリグラム

22 チオベンカルブ １リットルにつき０．００２ミリグラム

23 ベンゼン １リットルにつき０．００１ミリグラム

24 セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン０．００２ミリグラム

■別表２　地下水の水質汚濁に係る環境基準

項　　　目 基準値

1 ふっ素 １リットルにつき０．８ミリグラム以下

2 ほう素 １リットルにつき１ミリグラム以下
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Ⅴ 目標達成に向けた取り組み 

 

   地下水保全に向け、現在、住民、事業者、行政において様々なかん養対策や節水対

策、水質保全対策等が進められている。今後、目標達成に向け、これまでの取り組み

をさらに充実させるとともに、新たな対策についてできるところから取り組むことと

する。 

 

 １ かん養対策  

 （１）現在の主な取り組み 

   ① 地下水のかん養源となっている森林において、事業者やＮＰＯ等による自    

主的な植林や間伐活動が行われている。 

   ② 特殊な地質構造により、一般の水田の約５倍の浸透力を持つ白川中流域に    

おいて、５月～１０月までのかんがい期の間に、転作田に水を張ることで地 

    下水をかん養する「白川中流域水田
たんすい

湛水事業」が平成１６年度から始まって    

いる。 

   ③ 地下水かん養に寄与するとして、事業者などが社員食堂用に白川中流域で    

作られた米や人参を購入したり、地元農家と契約して米作りを行う取り組み    

が行われている。 

      ④ 市町村において補助制度等を設け雨水浸透ますの設置に取り組む中で、住宅

やビニールハウスへの雨水浸透ます設置が普及しつつあるほか、駐車場などで

浸透性に配慮した整備が広がりつつある。 

 

 （２）目標達成に向けた主な取り組み 

     ア 水源かん養林の整備 

    ①「熊本県水とみどりの森づくり税」などを活用し、熊本地域はもとより、   

熊本地域の水源かん養に寄与する阿蘇地域や上益城地域の森林にも配慮し     

ながら計画的に森林整備を進めていくほか、上・下流域の市町村が連携し     

た森林整備や、多様な主体による植林や間伐活動の拡大を図る。 

      ② 国有林や県有林等が取得している森林認証
※２１

を同地域内に広げるとともに、     

水源かん養保安林の指定を進めるなどにより、適正な森林管理を行う。 

イ 湛水事業の推進 

     ① 水田を活用した白川中流域の湛水事業を今後も推進し、新たな助成対象作物

（飼料イネ等）の導入を検討するなど、地下水かん養の効果的なモデルとして

確立する。また、上・下流域で連携する湛水事業の他地域への拡大を図る。 

     ② 新たな取り組みとして、白川中流域や湧水が活用できる地域などにおい     

て冬期湛水等の実現を目指す。 

※１９ 

※２０ 

※２２ 
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   ウ 水田等の農地の保全 

           かん養力が非常に高い白川中流域はじめ、熊本地域の水田や畑地は、地下    

水の主要なかん養域である。適正な米の需給調整に努めながら、地下水採

取事業者などによる白川中流域や熊本地域産の米の大口購入、契約栽培に

よる米作りの取り組みを広げるほか、家庭での米消費を積極的に進めるな

ど、農を守って水を守る取り組みを推進する。 

エ 雨水浸透の促進 

    ① 公園や学校等の公共施設整備において、雨水浸透に配慮した工法の採用     

に努めるとともに、地下水かん養力の高い地域にある住宅やビニールハウ     

ス等について、雨水浸透ますなどの雨水浸透施設の設置をさらに普及させて     

いく。 

    ② 住宅や工場建設等の開発行為においては、地下水のかん養域など周辺地     

域の環境に配慮しながら用地確保に努めるとともに、失われるかん養機能     

を補完するため、雨水浸透施設を設置するなど地下水かん養に努める。 

   オ 都市計画と一体となった地下水対策 

          都市化の進展に伴うかん養域の減少が地下水量減少の一因となっているこ 

    とから、地下水保全の観点にも配慮した都市計画の適切な遂行に努める。 

 

  身近にできる地下水かん養対策の事例（かん養量等はいずれも試算値） 

 

 ■雨水浸透ます 

  ・住宅１戸（４基設置）当たり 年間約１００ｍ
３
のかん養量 

   ・ビニールハウス１基当たり  年間約７００ｍ
３
のかん養量 

 ■白川中流域湛水事業（平成19年度実績） 

  ・湛水面積（水張り面積）４７４．３ｈａ 

  ・推定かん養量１，４２３万ｍ
３ 

  ※地下水かん養域で生産される米の購入 

地下水かん養域で作られる米を積極的に購入することで、それらの地域の水

田の維持に貢献する。 

仮に、企業や団体等による米５トンの購入が、水田１ｈａの維持につながる

と見なした場合、湛水期間から試算して、約１０万ｍ
３
の地下水かん養量に相

当する。（ブランド化や大口購入の仕組みづくりが課題） 

    同様に、住民一人が毎月600ｇ（茶碗約10杯分）の米を新たに購入した場

合、一世帯（４人を想定）当たり年間約580ｍ
３
の地下水かん養に貢献したこ

とになる。試算ではあるが、熊本地域100万人で計算すると、これだけでも年 

間約１億４千万ｍ
３
の地下水かん養量に相当。 

（現在の熊本県米消費量 5.4kg／月・人） 

 

 

  ◎各々の計算方法について(資料編P.14)  
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 ２ 節水対策  

 （１）現在の主な取り組み 

   ① 行政機関などの広報啓発による家庭での節水の機運づくりや、事業者にお    

いては、冷却水や洗浄水の循環利用など、水利用の合理化が進められている。 

   ② 県庁舎はじめ各公共施設などにおいて、トイレ洗浄や雑用水への雨水や再 

    生水の利用が行われている。 

 （２）目標達成に向けた主な取り組み 

   ア 雨水・再生水利用の促進 

    ① 家庭において、雨水タンクの設置や、合併処理浄化槽の設置により不     

用となった単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用等による雨水利用の取り     

組みを進める。 

    ② 公共施設の整備に当たっては、原則、雨水や再生水利用の設備を整備す     

るとともに、民間施設などへの導入を図っていく。 

   イ 節水、水の循環利用の普及 

    ① 家庭において節水型機器の普及を図るとともに、気軽に実践できる節水     

事例などの情報提供を積極的に展開する。 

 ②  企 業 の 進 出 な ど に よ り 、 地 下 水 を 大 量 に 採 取 す る 事 業 者 の 増 加 が     

予想されることから、工業用水の循環利用や節水型機器の導入等により水     

利用の合理化を一段と進め、熊本地域では、こうした取り組みが「当たり     

前のこと」となるよう定着を図る。 

    ウ 地下水使用量の的確な把握・管理 

    ① 熊本県地下水保全条例に基づき、採取量届出の徹底を図るとともに、一     

定規模以上の揚水機（断面積50ｃｍ
２
以上）には水量測定器の設置を徹底     

する。 

    ② 同条例適用外の自噴井戸についても、流量調整バルブを設置するなど適     

切な水管理に努める。 

 

 ３ 水質保全対策  

 （１）現在の主な取り組み 

   ① 水質汚濁防止法や熊本県地下水保全条例等に基づき、地下水質の調査や浄    

化対策、工場・事業場への立ち入り検査等を行っている。また、熊本県地下    

水保全条例対象の工場・事業場については、有害物質にかかる排水基準を概    

ね国の基準より１０倍厳しく設定し、指導・監督を行っている。 

   ② 硝酸性窒素削減対策については、「熊本地域硝酸性窒素削減計画」に基づ   

き、主な汚染原因である窒素肥料の過剰施肥や家畜排せつ物および生活排  

水の不適切処理の改善に向け、市町村、地元農業協同組合、県関係機関が連携

して取り組んでいる。 

 

※２３ 
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 （２）目標達成に向けた主な取り組み 

     ア  法令に基づく適切な指導・監督 

水質汚濁防止法などに基づく地下水質の監視、工場・事業場への指導・監    

督等を今後も継続し適切に行っていく。 

イ 硝酸性窒素削減対策の着実な推進 

     喫緊の課題である硝酸性窒素削減については、「熊本地域硝酸性窒素削減    

計画」に基づき、関係者間の連携をさらに密にして、以下の汚染防止対策を    

着実に進めていく。 

    ① 土づくりや減農薬・減化学肥料に取り組むエコファーマーの認定、熊本     

型特別栽培農産物「有作くん
※２４

」の認証などを推進することにより、化学肥料

等の使用量削減を進めるとともに、堆肥や有機肥料等についても、環境     

への負荷に配慮した適正使用に取り組む。また、家畜排せつ物の堆肥舎な     

どの整備や生活排水処理施設の整備を進めるなど、「発生源対策」に取り     

組む。 

    ② 畜産地帯で発生する家畜排せつ物を堆肥化し、耕種地帯の土づくりなど     

に有効利用（耕畜連携）する「窒素流通対策」を進める。 

      ③ 農業従事者などに対する説明会や情報誌による情報提供などを行う「啓 

     発対策」を進める。 

 

       なお、地下水質の安全性に対する関心が高まる中、毎年度実施する硝酸 

    性窒素濃度の調査結果は、ホームページなどを活用して速やかに公表する。 

 

 ４ 普及・啓発  

 （１）現在の主な取り組み 

   ① 広報誌やホームページ等を使った地下水保全活動の働きかけ 

   ② 子どもたちに、水を大切にする心を育てるため、小学生を対象にした「水の    

学校」や、中学生を対象にした水に関する作文コンクールや絵画コンクール    

の実施 

 （２）目標達成に向けた主な取り組み 

   ア 地下水保全活動の機会の提供 

     一人一人の地下水保全意識をさらに高めるため、ＮＰＯなどとの連携により、

住民がいろいろな形で地下水保全活動に参加できるような機会を提供する。 

   イ 「熊本地域地下水保全月間（仮称）」の設定 

     地下水保全への関心を高めるため、「熊本地域地下水保全月間（仮称）」を

設定し、節水活動やシンポジウム等の啓発活動を重点的に展開する。 
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   ウ 就学前教育の実施 

     小さい時から水を大切にする心を育てるため、新たに就学前の子どもたち    

（幼稚園・保育所の園児および先生）を対象にした「水のお話し会（仮称）」 

    の実施や、子ども会とも連携し地域ぐるみでの取り組みを進める。 

 

 ■住民、事業者、行政が一体となった取り組みに向けて 

 （１）「行動計画」の策定と情報の公表 

        平成３６年度を見据えたこの「管理計画」を踏まえ、概ね５年間ごとの具体   

的な対策の年次目標や、進行管理の方法等を定める「行動計画」を策定するこ   

ととする。 

    また、熊本地域で取り組むかん養対策や節水対策、さらには硝酸性窒素   

濃度の状況などについて、情報収集を積極的に行い、その達成状況を毎年公表   

し、住民、事業者、行政が情報を共有しながら進行管理を行うこととする。 

 （２）推進体制の検討 

    地下水保全対策を効果的、効率的に進める観点から、住民、事業者、行政が   

一体となった体制づくりを進める。そのため、県と１４市町村で組織する「熊   

本地域地下水保全対策会議」や地下水採取事業者が中心となって組織する「熊   

本地域地下水保全活用協議会」等との連携のあり方など、今後の地下水保全の   

推進体制について検討を行うこととする。 
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Ⅵ 住民、事業者、行政等の役割 

 

  目標達成に向けた取り組みを進めるに当たっては、住民、事業者、行政等がそれぞ 

れの責任と役割を認識しつつ、地域特性に応じた取り組みをできるところから主体 

的に進めていくこととする。 

 

 １ 住民  

  ① 一人一人が地下水保全意識を高め、普段の生活の中で常に節水に心掛けると 

   ともに、地下水のかん養源である森林や水田の保全を図るため、積極的に間伐   

材などの県産木材の使用や、県産米の消費に取り組むものとする。 

  ② 行政やＮＰＯ、または地域等で行われる地下水保全活動（植林や間伐等）に   

積極的に参加することとする。 

  ③ 節水対策として雨水タンクの設置や、かん養対策として雨水浸透ますの設置   

等に努めることとする。 

  ④ 生活排水について、下水道等集合処理施設の整備地域では早期に接続し、ま   

た、整備地区外では合併処理浄化槽の設置に努めるなど、水質の保全に取り組   

むこととする。 

  ⑤ 水道が普及している地域においては、安全で適正な水利用という観点から水   

道への早期加入が求められる。 

 

 ２ 事業者  

    ① 地下水利用の約半分を占める水道事業者においては、大切な地下水が無駄な   

く有効に利用されるよう、節水の呼びかけや老朽管の計画的な更新などの漏水   

防止対策を着実に進めることとする。 

    また、大規模採取事業者として、かん養対策にも積極的に取り組むとともに、   

安全で安心な水を供給するため、水道給水区域の積極的な拡大に努めるものと   

する。 

  ② その他の地下水採取事業者には、事業所内での取り組みと、限りある地下水   

を利用する者の責務としての取り組みが求められる。 

  《事業所内での取り組み》 

   ・地下水採取量を的確に把握するため、熊本県地下水保全条例に基づく水量測    

定器設置の徹底 

     ・工業用水の循環利用や節水型機器の導入による水利用の合理化、雑用水の雨    

水利用、雨水浸透施設整備の促進など 

   ・地下水保全意識を高めるための社内研修会等の実施 

  《責務としての取り組み》 

     ・「使った水は返す」という意識を持って、地下水かん養につながる水源かん    

養林の整備や湛水事業、水田の保全等への取り組み 

※２５ 

※２６ 
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  ③ 水質汚濁防止法などの法令に基づく工場・事業場を設置する際の事前届出等   

の徹底や、有害物質を使用している工場・事業場においては、地下水汚染を引   

き起こさないよう、代替品の使用や施設の安全点検と適切な管理等に取り組   

むものとする。 

 

 ３ 関係団体 （農業関係団体、商工関係団体ほか） 

  ① 各事業者の地下水保全への関心が高まるよう、行政機関と連携しながら団体   

内で地下水保全に関する啓発や情報交換を行うなど、組織的に地下水保全意識   

の高揚に取り組むものとする。 

  ② 農業関係団体は、農業者と一体となって施肥対策や家畜排せつ物対策を行う   

など、硝酸性窒素削減に取り組むとともに、農業者に対してかん養対策や節水   

対策への理解・協力を働きかけるものとする。 

    ③ 商工関係およびその他団体においては、関係事業者に対し、かん養対策や節   

水対策、土壌汚染防止対策などの取り組みを働きかけるなど、組織的に地下水   

保全活動の普及に努めることとする。 

 

 ４ 行政  

  ① 地下水利用者に対し節水を呼びかけるとともに、誰もが参加できるような地   

下水保全活動などの機会を積極的に展開する。また、多様な主体による水源か   

ん養林の整備などの取り組みが広がるよう、フィールドや情報の提供などの受   

け皿づくりを進める。 

  ② 企業の進出などにより地下水の大量採取が見込まれる場合は、立地協定など   

において、かん養対策や、工業用水の循環利用、雨水の利用等による節水対策   

を求める。 

    ③ 公園や河川の整備をはじめ、学校等の各種公共施設の整備に当たっては、水   

質を考慮しつつ、雨水の地下浸透や、雨水、下水処理水などの再生水の利用に   

配慮した整備を進める。また、農業農村整備事業などを計画的に進め、農業用   

水の地下水利用から表流水への転換を図る。 

  ④ 熊本県地下水保全条例に基づき、地下水採取量の届出、報告や、水量測定器   

設置の徹底を図るとともに、地下水採取量の削減や雨水浸透などの促進を図る   

ため、将来的には、採取量の抑制を視野に入れた新たな対策等を含め、条例等の

見直しを検討する。 

    ⑤ 水質汚濁防止法などに基づき、地下水質の監視、工場・事業場への指導・監督

を適切に行うとともに、農業関係団体などと連携しながら、硝酸性窒素削減対策

を着実に進める。 

  ⑥ かん養対策や水質保全対策等について、各研究機関や大学等と連携しながら、   

その効果についての検証や調査・研究を進めていく。 
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  ■地域特性からみた市町村の役割 

   限りある財源の中で、実効性のある取り組みを進めるため、地下水かん養力の  

高い地域や、地下水流動、水質汚染の状況など、各市町村の自然的・社会的な特 

  性に応じた役割（取り組みの方向性）を念頭に置きながら取り組みを進めていく。 

   ① かん養対策は、各市町村の自然的特性を踏まえ、独自の取り組みのほか、 

    上・下流域連携して取り組むこととする。 

   ② 節水対策、水質保全対策は、すべての市町村で取り組むこととするが、自    

然的特性や社会的特性（水質汚染の状況）を踏まえ、◎印の市町村において 

    は重点的に取り組むこととする。 

   ③ 普及・啓発事業は、効率性、実効性の観点から、熊本地域一体となって共 

    同して取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※広い面積を持つ市町村では、複数の役割を担う。 

① ・

・

② ・

・

③ 阿蘇外輪山をはじめとする
山地部を有する市町村 ・

・

④ ・

⑤ 硝酸性窒素濃度が高い井戸
が分布する市町村

水質保
全対策

節水
対策

○ ◎

熊本地域の中での役割（取り組みの方向性）

下流域の市町村、事業者等と連携し、
水田湛水、水田の保全に取り組む。

雨水浸透の促進

下流域の市町村、事業者等と連携し、
水田湛水、水田の保全に取り組む。

普及
啓発

◎

台地部（菊池台地、植木台
地、益城台地等）に位置し、
かん養域を持つ市町村

熊本平野部や低地部に位置
し、かん養域があまりない市
町村

浸透性の高い地層が分布
し、「地下水プール」と呼ばれ
る白川中流域に位置する市
町村

◎

一
体
と
な

っ
て
共
同
し
て
取
り
組
む○

上流域の市町村と連携して、水源かん
養林の整備や湛水事業、水田の保全
に取り組む。

○ ○

水源かん養林の整備

下流域の市町村、事業者やＮＰＯ等と
連携し、フィールドを提供するなど、植
林や間伐活動の受け皿づくりに取り組
む。

○ ◎

熊本市、菊池市、宇土市、合志
市、城南町、植木町、御船町、
甲佐町

かん養対策

雨水浸透の促進

菊池市、合志市、植木町、大津町、
菊陽町、西原村、御船町、益城町、
甲佐町

熊本市、大津町、菊陽町

熊本市、菊池市、宇土市、植木
町、大津町、西原村、御船町、
益城町、甲佐町

熊本市、宇土市、城南町、富合
町、嘉島町

地　域　の　特　性

自
　
然
　
的
　
な
　
特
　
性

社
会
的
な
特
性
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用 語 解 説 
 

※1 帯水層 

  地下水を豊富に含む、水を通しやすい地層で、水を通しにくい粘土層でいくつ

 かの帯水層に分けられる。熊本地域では、主として深い帯水層から地下水を取水 

 している。 

 

※２「平成の名水百選」 

   ①水前寺江津湖湧水群（熊本市） ②金峰山湧水群（熊本市及び玉名市） 

   ③六嘉湧水群・浮島（嘉島町）  ④南阿蘇村湧水群（南阿蘇村） 

 

※３ 昭和６０年に選定された名水百選 

   ①菊池水源（菊池市）      ②轟水源（宇土市） 

   ③白川水源（南阿蘇村）     ④池山水源（産山村） 

 

※４ 地下水のかん養 

  雨水が森林や農地等で土中に浸透し、帯水層に地下水として蓄えられること。 

 

※５ 渇水 

   一般的には、水資源としての河川の流量が減少あるいは枯渇した状態。 

  自然現象としては、流域の降水量が相当程度の期間にわたって継続して少なく

 なり、河川への流出量が減少したため、河川の流量が水資源開発施設により確保 

 すべき流量より少ない流量が継続する状態。 

 

※６ 表流水 

  河川、湖沼の水のようにその存在が完全に表地面にあるものをいう。表流水の 

 取水は、河川やダムに設けた取水施設から行う。 

 

※７ トリクロロエチレン 

  クロロホルム臭のある無色透明の揮発性、不燃性の液体で水に溶けにくい。 

  金属、機械金属などの脱脂・洗浄剤、一般溶剤、塗料の希釈溶液及び剥離液な 

 どに使用されている。発がん性の疑いがあるとされている。 

 

※８ ベンゼン 

   無色透明の液体で独特の臭いがあり、揮発性、引火性が高い。かつては工業用

 の有機溶剤として用いられたが、現在は他の溶剤に替わられている。発がん性が

 あるとされている。 

 

※９ 揮発性有機化合物 

  常温で揮発（液体が気体となって発散すること）する有機化合物のこと 

 

※10 砒素 

   半導体の原料、木材の防腐・防蟻剤、触媒、脱硫剤、ガラス脱色剤等に使用さ

 れている。温泉水などの火山地帯の地下水では砒素濃度が高いものがある。無機

 砒素は慢性中毒症状として、皮膚炎、末梢神経障害、肝臓障害等が報告されてお

 り、また発がん性があるとされている。 
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※11 ふっ素 

   金属の研磨やステンレスの洗浄目的等で使用されている。自然状態ではホタル

 石などの形態で存在し、温泉水などの火山地帯の地下水ではふっ素濃度が高いも

 のがある。高濃度のふっ素を含む水の摂取によって斑状歯（歯の表面に斑状のシ

 ミができ、次いで黄色又は褐色の斑点ができる）が発生するほか、ふっ素沈着症

 が生じる。 

 

※12 環境基準 

  正式には、「地下水の水質汚濁に係る環境基準」という。 

   環境基本法第１６条第１項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき

 人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準のこと。平成９年３月に設

 定され、平成１１年２月には硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の３

 項目が追加された。 

 

※13 有収水量 

  料金収入の対象になった水量 

 

※14 無収水量 

  管洗浄用水、公衆飲料用、消火用など、有効に使われてはいるが、料金収入の 

 対象とならない水量 

 

※15 有効水量 

  有収水量＋無収水量 

 

※16 無効水量 

  配水管本管の漏水量、メーターより上流の給水管の漏水量など、有効に使われ

 なかった水量 

 

※17 雑用水 

  店舗、病院、学校、事務所等で、トイレ用水、冷房用水、冷却用水、洗車等の

 用途に使われる水。 

 

※18 再生水 

   洗面、厨房等で一度使用した水を再生処理した水。トイレ用水や冷却用水など、 

 上水道までの水質は必要としない用途に使用するもの。 

 

※19 白川中流域水田湛水事業 

  水田湛水（水張り）が連作障害防止、線虫駆除等の効果を発揮することにより、

 営農に役立ち、ひいては熊本地域の地下水保全に貢献することから、平成１６年

 度から開始。 

   ○助成対象：大津町及び菊陽町に存する白川の堰から取水する農業用水でかん

        がいされる水田 

  ○湛水の方法：営農の一環としてかんがい期（５月～１０月）に実施されるも

         ので、湛水期間が１カ月以上３カ月までの湛水 

        （例）・大豆作付け前の湛水 

           ・ニンジン作付け前後の湛水 

           ・飼料作物作付け前後の湛水 など 

  ○助成単価：湛水期間１カ月  11,000円／10アール 

はんじょうし 
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         〃  ２カ月  16,500円／10アール 

         〃  ３カ月  22,000円／10アール 

  ○助成主体：熊本市ほか３事業者 

  ○協議・調整：白川中流域水田活用連絡協議会 

     （熊本県、熊本市、大津町、菊陽町、地元４土地改良区、ＪＡ菊池） 
 
※20「熊本県水とみどりの森づくり税」 

  水源のかん養や山地災害の防止など多くの公益的機能を持つ森林をみんなの財

 産として県民全体で守り育てるため、意識醸成を図るとともに公益的機能の維持

 ・促進を図る施策を一層推進することを目的に、平成１７年４月から導入。 

  ○税率／個人 ５００円（年額）  

      法人 法人県民税均等割（標準税率）の５％相当額（年額）  

  ○税収使途 ／  

   ・森林所有者による管理が難しい人工林を、針葉樹と広葉樹が混じる森林へ

    と誘導するため、所有者と協定を結んで強めの間伐を行う。 

   ・森林ボランティア活動について、技術研修、県民の方々への情報発信、ボ

    ランティア団体の連携等、総合的な支援を行う。など 
 
※21 森林認証 

  独立した第三者機関が、環境に配慮して適切に木材生産がなされている森林を

 認証し、その森林から産出される木材・木材製品にラベルなどを貼ることにより、 

 消費者の選択的な購買を通じて持続的な森林経営を支援する取り組み。 
 
※22 保安林 

   保安林は、水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全形成等の目的を達成す

 るため、森林法に基づいて指定されている。熊本地域の保安林面積は 約8,700 

 haで、そのうち８割以上が水源かん養保安林となっている。 
 
※23 浄化槽 

   浄化槽はその処理する対象によって大きく二つに分類される。し尿だけを処理

 する単独処理浄化槽と、し尿と併せて生活雑排水を処理する合併処理浄化槽であ

 る。なお、単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽に比べ処理性能が劣るうえ、生活

 雑排水を処理できないため、現在は新設が禁止されている。 
 
※24 熊本型特別栽培農産物「有作くん」 

  「有作くん」は、熊本県が独自に定めた基準により生産された「熊本型特別栽

 培農産物」で、堆肥などによる土づくりを基本として、化学肥料と農薬の使用量

 を県慣行レベルの１／２以下に減らすとともに、肥料中の窒素使用量の上限を規

 制している。 
 
※25 間伐材 

   植林された杉やひのき等は、年々の成長に伴い木々の枝葉が重なり、そのまま

 にしておくと林の中に陽光が入らずひ弱な木になってしまう。将来、健全な森林

 を育成するためには、過密になる木々の一部を計画的に伐る作業が必要となる。 

 その作業のことを「間伐」と言い、その際伐採された木材を「間伐材」と言う。 
 
※26 集合処理施設 

  各戸から排出される生活排水を管路で集水して共同で処理する施設。下水道、

 農業、漁業集落排水施設などがある。 
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※27 硝酸性窒素 

  硝酸イオン（化学式NO  ）の窒素に注目した呼び方。地球上のあらゆる場所の

土壌や水、植物中に存在し、無味、無臭、無色で地下水や河川水に容易に溶ける性

質を持つ。 

  乳幼児などが高い濃度の硝酸性窒素を含む水を摂取した場合、酸素欠乏により

悪死に至る場合がある。 

３  ー  




